
宮城県中学校体育連盟ソフトボール専門部規約 
 

第１章 名 称 
第１条  本専門部は，宮城県中学校体育連盟ソフトボール専門部会（略称，ソフトボール専門

部）と称する。 
 

第２章 目的及び事業 
第２条  本専門部会は，宮城県中学校におけるソフトボール大会の運営，普及・発展を図るた

めに必要な事業・連絡等を行うことを目的とする。 
第３条  本専門部会は，ソフトボールの専門的事項について宮城県中学校体育連盟会長に意見

を具申することができる。 
 

第３章 組織及び役員 
第４条  本専門部会は，各学校の部活動顧問によって組織する。 
第５条  本専門部会に，次の役員を置く。 
     ・部会長１名 ・副部会長若干名 ・委員長１名 ・副委員長若干名 ・委員若干名 
第６条  部会長及び副部会長は，宮城県中学校体育連盟会長が委嘱する。部会長は，専門部会

を代表する。副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるときは，その執務を代行

する。 
第７条  委員長・副委員長・委員は，各専門部員の互選により選出し，部会長が委嘱し，会務

を執行する。 
第８条  役員の任期は１年とし，重任を妨げない。 
 

第４章 会  議 
第９条  専門部会に，次の会議を置く。 
     ・専門部総会 ・専門委員会 
第 10 条  会議は，部会長が招集する。 
 

第５章 会  計 
第 11 条  本専門部会の経費は，宮城県中学校体育連盟の助成金，その他を持って充てる。 
第 12 条  本専門部会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 
 

第６章 付  則 
第 13 条  本規約は，宮城県中学校体育連盟評議員会の議決がなければ改正できない。 
第 14 条  本規約は，昭和２２年８月１日より施行する。 

昭和３２年 ４月 １日 一部改正 
昭和３８年 ４月２６日 一部改正 
昭和６０年 ４月１６日 一部改正 
昭和６３年１０月２６日 一部改正 
平成 ８年 ４月１８日 一部改正 
平成２４年 ２月２９日 一部改正 


